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警 視 庁 生 活 安 全 部 長 警 察 庁 丁 生 企 発 第 ２ ３ ４ 号

各 道 府 県 警 察 本 部 長 殿 平 成 １ ５ 年 ７ 月 ２ ８ 日

各 方 面 本 部 長 警察庁生活安全局生活安全企画課長

警備業者又はその従業者以外の者がその警備員に対して行う教育の警備員教育

の教育時間数への算入に係る指導指針について

警備業法（昭和４７年法律第１１７号）第１１条第２項の規定による警備員に対す

る教育（以下「警備員教育」という ）は、警備業法施行規則（昭和５８年総理府令。

第１号）第２６条に定めるところにより行うこととされているところであるが、警備

業者又はその従業者以外の者がその警備員に対して行う教育の警備員教育の教育時間

数への算入については、特段の定めが置かれていない。

そこで、警備業者がその警備員に対する教育を当該警備業者又はその従業者以外の

者により実施する場合に、当該教育を警備員教育の教育時間数として算入することを

認める基準として、別添のとおり「警備業者又はその従業者以外の者がその警備員に

対して行う教育の警備員教育の教育時間数への算入に係る指導指針」を定めたので、

各都道府県警察においては、当該指針に基づき、警備員教育が適切かつ効果的に行わ

れるように、管轄区域内の警備業者に対する指導監督に努められたい。



別添

警備業者又はその従業者以外の者がその警備員に対して行う教育の警備員教育

の教育時間数への算入に係る指導指針

１ 警備員教育の基本的な考え方

警備業法（昭和４７年法律第１１７号。以下「法」という ）第１１条第２項の。

規定により、警備業者は、その警備員に対し、警備業務を適正に実施させるため、

教育（以下「警備員教育」という ）を行わなければならないとされており、警備。

業者は、その責任において警備員教育を実施する義務を負っている。

また、警備員教育は、警備業法施行規則（昭和５８年総理府令第１号。以下「府

令」という ）第２６条において、基本教育及び業務別教育とされ、それぞれ対象。

となる警備員の区分、教育事項、教育時間数、教育を行う者（以下「教育事項等」

という ）について定められるとともに、警備業者は、その警備員指導教育責任者。

（以下「指導教育責任者」という ）が作成する「教育期ごとに、警備員教育に係。

る実施時期、内容、方法、時間数、実施者の氏名及び対象とする警備員の範囲に関

する計画を記載した計画書 （府令第４６条第１項第４号。以下「教育計画書」と」

いう ）に基づき、警備員教育を適切かつ効果的に行わなければならないとされて。

いる。

したがって、警備業者は、その責任において警備員教育を実施しなければならな

いが、そのすべてを自ら又はその従業者により行うことまでは要せず、その責任に

おいて実施するものであり、法及び府令に定めるところに反しない範囲で、その者

又はその従業者以外の者がその警備員に対して行う教育を警備員教育の一部と認

め、教育時間数に算入することができる。

２ 警備員教育の教育時間数への算入が認められる教育の方法

警備業者又はその従業者以外の者がその警備員に対して行う教育（以下「部外実

」 。） 、 、施教育 という のうち 警備員教育の教育時間数への算入が認められるものは

講義の方法又は実技訓練の方法で実施される基本教育及び業務別教育とし、実地教

育の方法により行う業務別教育については、警備業務の実施の現場においてマン・

ツー・マン方式で行われる当該教育の方法の特性にかんがみ、警備業者又はその従

業者以外の者が実施することは適当でないため、警備員教育の教育時間数へ算入す

る対象から除外するよう指導すること。

３ 警備員教育の教育時間数への算入が認められる教育を行う警備業者又はその従業

者以外の者の範囲

警備業務について高度な専門的知識及び技能を有する部外の講師等を招聘し、警

備業者が使用し、又は管理する施設において実施する部外実施教育については、そ

の教育事項等が府令第２６条の定めるところに適合し、かつ、警備業者が、その指

導教育責任者が作成する教育計画書に記載する教育計画に基づき、警備員の知識及



び能力の水準に照らし適切かつ効果的に実施するものであれば、警備員教育の教育

時間数への算入を認めるものとする。

一方、警備業者が使用し、又は管理する施設以外で実施される他者実施に係る部

外実施教育の警備員教育の教育時間数への算入については、法第１１条第２項にお

いて、警備業者は 「その警備員」に対し、警備業務を適正に実施させるため、教、

育を行わなければならないとされていることにかんがみ、当該部外実施教育の実施

者の法的な性格、警備業者自身の教育への関与の態様等を踏まえ、警備業者がその

責任の下に適切かつ効果的に実施するものである場合に限定してこれを認めること

が妥当である。

このため、警備業者が使用し、又は管理する施設以外で実施する部外実施教育の

警備員教育の教育時間数への算入については、次に掲げる者による部外実施教育で

あって、その教育事項等が府令第２６条の定めるところに適合し、かつ、当該警備

業者が、その指導教育責任者が作成する教育計画書に記載する教育計画に基づき、

警備員の知識及び能力の水準に照らし適切かつ効果的に実施するものである場合に

限定して認めるものとする。

① 警備業務の適正な運用を確保し、公共の安全と秩序の維持に寄与することを目

的として設立された民法（明治２９年法律第８９号）第３４条の法人で警備員及

び警備業関係者に対する教育訓練に係る事業を行うもの

② 中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１号）第３条第１号及び第１号

の２に掲げる事業協同組合又は事業協同小組合で、組合員の事業に関する知識の

普及を図るための教育（中小企業等協同組合法第９条の２第１項第４号）をその

事業とし、組合員である警備業者の警備員に対する警備員教育を行うもの

③ 複数の警備業者がその警備員教育を共同して実施することを約することにより

成立した民法上の組合その他の団体

４ 指導上の留意事項

（１）部外実施教育の警備員教育要件該当性等の確認

指導教育責任者は、府令第２８条第２号の規定により、教育計画書を作成し、

及びそれに基づく警備員教育の実施を管理することとされている。そこで、部外

実施教育を警備員教育に算入する場合には、警備業者の責任において、当該教育

を受ける警備員の属する営業所の指導教育責任者に、当該部外実施教育が、府令

第２６条に規定する教育事項等の定めるところに適合していること並びに当該教

育を受ける警備員の知識及び能力の水準に照らし適切かつ効果的なものであるこ

とを、事前に確認させるよう指導すること。

（２）部外実施教育の教育計画書への記載

部外実施教育を警備員教育へ算入する場合には、当該教育を受ける警備員の属

する営業所の指導教育責任者が教育期ごとに作成する教育計画書に、府令第４６

条第１項第４号に掲げる事項を記載するほか、教育の内容ごとに実施者の氏名と



併せて実施先の名称及び連絡先を明確に記載し、当該教育を、警備業者の責任に

おいて、警備員教育として位置付けて実施していることを明らかにするよう指導

すること。

（３）部外実施教育の実施者に関する事項の警備員名簿への記載

部外実施教育を警備員教育に算入した場合には、警備業者に対して、警備員名

簿に、当該警備員に対して行った部外実施教育に係る実施年月日、内容、時間数

及び実施者の氏名（府令第４６条第１項第１号ロ）のほか、教育の内容ごとに実

施者の氏名と併せて実施先の名称及び連絡先を明確に記載し、部外実施教育を警

備員教育として位置付けたことを明らかにするよう指導すること。

（４）府令第４６条第１項第５号に掲げる書類への受講証明書等の添付

部外実施教育を警備員教育に算入した場合は、当該教育を受けた警備員の属す

る営業所の指導教育責任者を 「教育期ごとに、警備員教育に係る実施年月日、、

内容、方法、時間数、実施場所、実施者の氏名及び対象となった警備員の氏名を

記録し、指導教育責任者及び実施者がこれらの事項について誤りがないことを確

認する旨を付記した書類 （府令第４６条第１項第５号。以下「教育実施簿」と」

いう ）その他警備員教育の実施に関する記録の記載について監督するに当たっ。

ては、実施先が発行する受講証明書等当該部外実施教育による警備員教育に係る

教育実施簿の記載事項を疎明する書面を教育実施簿に添付するように指導するこ

と。

５ 部外実施教育を警備員教育へ算入することの妥当性の検証

警備業者が、その警備員に対して、その指導教育責任者が作成する教育計画書に

記載する教育計画に基づき、部外実施教育を活用して適切かつ効果的に警備員教育

を実施しているか否か、また、指導教育責任者が、当該部外実施教育の警備員教育

の教育時間数への算入について、教育計画書に基づき、警備員教育の実施を適正に

管理しているか否かについては、法第１３条第１項の規定による報告又は立入検査

、 、を行うなどにより 営業所に備え付けられた教育計画書及び警備員名簿の記載事項

並びに教育実施簿に添付された受講証明書等の記載内容等を確認することのほか、

当該部外実施教育を受けた警備員又はその実施者に対してその教育内容等を確認す

ることにより検証すること。




